
 

別紙 

第 67回国民体育大会柔道競技新潟県予選会実施要項 

１ 主  催 新潟県、(財)新潟県体育協会 

２ 主  管 新潟県柔道連盟 

３ 日  時 平成 24年７月１日（日）午前９時 30分開会 午前 10時試合開始 （変更） 

４ 会  場 新津武道館 （新潟市秋葉区程島 2009） （変更）  

５ 参加資格 (1) 選手は該当する地区柔道連盟の推薦を受けた者であること。 

       (2) 全日本柔道連盟に登録していること。 

       (3) 平成６年４月１日以前に生まれた者であること。 

       (4) 下記ア､イ及びウの参加資格のいずれかひとつに該当すること。 

        ア 選手は居住地を示す現住所が新潟県であること。 

        イ 勤務地が新潟県内であること。 

        ウ ふるさと選手制度の適用を受ける者であること。 

６ 競技種別 成年男子及び成年女子 

７ 体重区分 (1) 成年男子 

        ア 先鋒 体重 60㎏以下の者              

        イ 次鋒 体重 60Kgを超え 73kg以下の者 

        ウ 中堅 体重 73kgを超え 90kg以下の者 

        エ 副将 体重 90kgを超える者 

        オ 大将 体重無差別の者 

       (2) 成年女子 

        ア 先鋒 体重 52kg以下の者 

        イ 中堅 体重 52kgを超え 70kg以下の者 

        ウ 大将 体重無差別の者 

８ 試合方法 (1) 体重別個人試合とする。 

         但し、成年男子の副将及び大将の区分を無差別級として試合を行う。 

       (2) 試合はトーナメント戦で行う。（参加人数によってはリーグ戦で行う。） 

９ 審判規程 (1) 国際柔道連盟試合審判規定による。 

       (2) 優勢勝ちの判定基準は、「有効」又は「指導２回」以上とする。 

       (3) 両試合者に得点差がない場合は、延長戦（ゴールデンスコア）で勝敗を決する。 

       (4) 試合時間は、男女とも４分間とする。（ゴールデンスコアは２分間） 

       (5) 参加選手は、柔道衣（背中）に所属名と苗字（姓）を明示したゼッケンを縫い付け 

        ること。 

10 表  彰 各種別、各階級の第１位から第３位まで表彰する。 

11 参加申込 (1) 申込締切 平成 24年６月９日（土）必着 

       (2) 申込方法  

         所定の申込用紙に必要事項を記入し申し込むこと。 



 

         各地区の事務局は、一括して期限までに下記の申込先に送付すること。 

         なお、県外の学生及びふるさと選手の参加にあっては、大学、勤務先ごとに取りま 

        とめて申込先へ送付すること。 

       (3) 参加費用 選手１名につき 1,500円（大会当日、受付時徴収、傷害保険料を含む。） 

       (4) 申 込 先 新潟県柔道連盟 強化委員会 

               〒950-2042 新潟市西区坂井 664-6 渡邊 雄二 

                                   電話 025-264-1155 

12 組み合せ 平成 24年６月 10日（日）午前 11時  日本文理高等学校 

  抽 選 会 新潟県柔道連盟強化委員会が行う。      

13 計  量 平成 24年７月１日（日） 午前９時～午前９時 30分（変更） 

  受  付 新津武道館において行う。（変更） 

14 上位大会 (1) 成年男子 

        ア 先鋒、次鋒及び中堅は、その階級の優勝者を岐阜県で開催される第 67回国民体育 

         大会柔道競技の新潟県代表選手とする。 

        イ 副将及び大将は、次の推薦選手を上記大会の代表とするので予選会を免除する。 

         (ｱ) 猪又秀和（東京学館新潟高校教員） 

         (ｲ) 今井敏博（(株)綜合警備保障） 

        ウ 今大会の無差別級の優勝者と準優勝者は、副将及び大将の区分の補欠とする。 

        エ 上記ウの２名が 90kgに満たない場合については、強化委員会において別途選考し 

         て補欠を決定する。 

       (2) 成年女子 

         各階級の優勝者を、福井県で開催される第 33回北信越国民体育大会柔道競技の新潟 

        県代表選手とする。 

15 保 険 等 (1) 主催者が参加者全員に対して傷害保険の加入手続きを行う。 

       (2) 競技中の疾病及び疾患等の応急処置は主催者側で行い、傷害保険の範囲内で責任を 

        負う。 

       (3) 傷害保険請求に関しては、当事者、若しくは所属団体の担当者が直接保険会社に請 

        求を行うこと。 

16 連絡事項 新津武道館の駐車場は、工事車両等が駐車しているため手狭になっています。 

       ご注意下さい。 

17 問い合わせ先 新潟県柔道連盟強化委員会 委員長 貝沼 尚（新潟第一高等学校） 

 

 


